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地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
係
る
政
府
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意

書

平
成
十
八
年
度
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
（
確
定
値
）
に
よ
る
と
、
我
が
国
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
総
排
出
量
は
京
都
議
定
書

の
基
準
年
の
総
排
出
量
と
比
較
し
て
、
約
六
・
二
％
上
回
っ
て
い
る
。
我
が
国
が
京
都
議
定
書
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

は
、
約
十
二
・
二
％
分
に
相
当
す
る
削
減
が
必
要
で
あ
り
、
森
林
吸
収
源
、
京
都
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
活
用
す
る
に
し
て
も
、
京
都

議
定
書
の
削
減
目
標
の
達
成
に
は
大
き
な
困
難
が
あ
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

京
都
議
定
書
の
削
減
目
標
の
達
成
の
た
め
に
は
、
全
部
門
で
排
出
削
減
の
た
め
の
一
層
の
取
組
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
特
に
基
準
年
比
で
排
出
量
の
伸
び
が
著
し
い
業
務
そ
の
他
部
門
、
家
庭
部
門
に
つ
い
て
、
早
急
に
、
か
つ
、

抜
本
的
に
対
策
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
第
百
六
十
九
回
国

会
に
提
出
さ
れ
、
衆
議
院
先
議
で
審
議
が
行
わ
れ
た
。
衆
議
院
環
境
委
員
会
に
お
い
て
、
民
主
党
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
業
者

に
よ
る
「
Ｃ
Ｏ
�
見
え
る
化
（
カ
ー
ボ
ン
デ
ィ
ス
ク
ロ
ジ
ャ
ー
制
度
）
」
の
推
進
な
ど
を
内
容
と
す
る
、
地
球
温
暖
化
対
策
の

推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
修
正
を
提
案
し
、
各
党
の
賛
同
を
得
て
、
修
正
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
後
、
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参
議
院
で
も
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
可
決
さ
れ
、
成
立
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。そ

こ
で
、
こ
の
修
正
部
分
に
関
す
る
今
後
の
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

第
二
十
一
条
の
十
一
に
、
「
一
般
消
費
者
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
の
事
業
を
行
う
者
は
、
そ
の
供
給
の
相
手
方
に

対
し
、
そ
の
供
給
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
把
握
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
の
事
業
を
行
う
者
が
規
定
の
よ
う
な
措
置
を
行
う
よ

う
に
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
の
連
名
で
通
知
を
発
出
す
る
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
実
施
を
働
き
掛
け
て
い
く
予
定
が

あ
る
の
か
、
示
さ
れ
た
い
。

二

今
後
、
い
わ
ゆ
る
十
電
力
会
社
で
あ
る
一
般
電
気
事
業
者
、
大
手
の
一
般
ガ
ス
事
業
者
は
、
第
二
十
一
条
の
十
一
の
規
定

に
あ
る
よ
う
な
措
置
を
実
際
に
行
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

附
則
第
三
条
第
一
項
に
、
「
政
府
は
、
事
業
者
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
伴
っ
て
排
出
す

る
温
室
効
果
ガ
ス
に
係
る
情
報
に
関
し
、
投
資
、
製
品
等
の
利
用
そ
の
他
の
行
為
を
す
る
に
当
た
っ
て
当
該
情
報
を
利
用
す

る
事
業
者
、
国
民
等
に
対
す
る
当
該
事
業
活
動
を
行
う
事
業
者
に
よ
る
提
供
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
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に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
の
提
供
の
在
り
方

に
つ
い
て
検
討
す
る
対
象
に
は
、
有
価
証
券
報
告
書
も
含
ま
れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。
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